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資 料２ 
１ 新たな交通基盤を活かしたまちづくり 

⑴ 第１回委員会の主要指摘事項 

・５箇所選定した開発候補地の理由について説明が必要 

・住居系を排除するのではなく、様々な土地利用の検討が必要 

 

 

《 前回資料抜粋 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①東椎路地区（北西部地区） 

②東名高速道路 沼津 IC 周辺 

③新東名高速道路 長泉沼津 IC 周辺 

④東名高速道路 愛鷹 SIC 周辺（内陸フロンティアを拓く取組推進区域） 

⑤新東名高速道路 駿河湾沼津 SIC 周辺（東海大学跡地） 

 

 

⑵ 指摘を踏まえた対応 

新たな交通基盤を活かしたまちづくりに関連して、周辺市町における産業の立地状況、市内に

おける企業の立地動向、法規制、土地利用現況等を整理し課題を図化することで、開発候補地を

導き出すこととした。 
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・新東名高速道路、東名高速道路、東駿河湾環状線、国道１号 

沿道の周辺市町においては、県の推進する内陸のフロンティア 

を拓く取組等に沿った産業立地が図られている。 

 



3 

 

（参 考）内陸フロンティア構想・ファルマバレープロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

《最近の企業立地状況 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近年は、高速道路の IC や SIC 周辺及び 

国道１号沿道に立地または立地を検討 

している。 

・このため、産業立地の受け皿を用意する 

 必要がある。 
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《 法規制状況 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 ⑤駿河湾沼津ＳＩＣ周辺地区の土地利用現況 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 ②③④（都）片浜池田線沿道ゾーンの土地利用現況 》 
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■「新たな交通基盤を活かしたまちづくり」における課題図 

 

  

＊ なお、検討地区・ゾーンには、災害に係る法指定はされていない。 
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■「新たな交通基盤を活かしたまちづくり」における方針図 （土地利用、道路・交通、公園・環境・景観の方針） 
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⑶ 議論のテーマ 

   ○産業立地を誘導するエリアの設定と導入機能について 

①東椎路地区 

  複合拠点の形成（物流、広域的商業、医療・福祉、防災） 

②駿河湾沼津ＳＩＣ周辺地区 

周囲の農業環境等に配慮した機能を検討（農作物や次世代産業の先端研究施設など） 

③（都）片浜池田線沿道ゾーン 

     ファルマバレープロジェクト及び内陸フロンティアを拓く取組と連携した機能を検討 

 

   ○産業立地を誘導する都市計画等について 

・市街化区域への編入 

・法規制緩和（開発立地基準の緩和）、地区計画導入の検討 

・（都）片浜池田線、ＩＣ及びＳＩＣへのアクセス道路の整備促進 

・企業の立地を促進する支援（誘導エリアにおける補助金かさ上げ）の検討 

 

 

《 戦略的なまちづくり事業地区の位置図 》 
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